
１．２０２５年４月１日以降のＪＲ東労組組合員・社員の基本給を一律 15,000円（定期昇給を含まない）引き上げること。 

２．２０２５年４月１日以降のエルダー組合員・社員の基本賃金を 15,000円引き上げること。 

３．「労働条件に関する協約（令和６年１０月１日締結）」第２５８条に基づき、定期昇給を実施し、その場合の昇給係数は「４」と

して定期昇給を完全実施すること。 

４．２０２１年４月１日に実施した、満５５歳未満（当時）の組合員・社員に対する 定期昇給のカット分を別途支給すること。 

５．退職手当の算出基礎となる「第２基本給制度」を凍結すること。     ６．「６５歳定年制」を導入すること。 

７．回答については２０２５年３月１１日から１４日までとすること。 

３．「労働条件に関する協約（令和６年１０月１日締結）」第２５８条に基づき、定期昇給を実施し、 

その場合の昇給係数は「４」として定期昇給を完全実施すること。 

支給日（予定）：令和７年６月２６日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

発行責任者 

野中 広俊 

202５／３／７  

№９５ 

本部本社間 

申４号 

申１２号要求項目は７項目中６項目で受け入れず！ 

本部本社間 

申５号 

昨年より＋０．１ヶ月しか上がらず！ 


